
ウ 支持部の交換

名 称 価 格
円 備 考

肩 義 手 用 12¶300

上腕義手用 9¶800

前腕義手用 9¶700

股 義 足 用 14¶700

大腿義足用 14¶700

下腿義足用 9¶700

~

１ 肩義手で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は上腕部との接続の
ために修正を行う場合は、8¶000円増しとすること。

２ 股義足で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は股継手の土台を積
層するために大幅な修正を行う場合は、9¶450円増しとすること。

エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換

区分 交 換 部 品 基本価格
円 備 考

義
手
用
ハ
ー
ネ
ス

一式交換 4¶000

美錠締革交換 1¶550

美錠留革交換 1¶600

上腕カフ（三頭筋パッド） 2¶850

一式交換 4¶000

肩吊帯交換 3¶850

義
足
懸
垂
用
部
品

義足用股吊帯交換 1¶650 価格は、１本当たりのものであること。

位置革交換 2¶750

腰バンド交換 3¶100

横吊帯交換 3¶250

美錠締革交換 2¶200

美錠留革交換 1¶950

金具部品交換 2¶550 価格は、１か所当たりのものであること。

~

１ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換の価格は、基本価格に、使用部品ごとに１の
]のエのÍに掲げる額を加算したものとすること。ただし、１の]のエのÍに掲げられて
いないものの修理は、基本価格をもって修理価格とすること。
２ 金具部品交換の基本価格は、美錠等金具部品の価格を含むものであること。

オ 外装の交換

名 称 価 格
円 備 考

肩 義 手 用 9¶750

上腕義手用 7¶750

前腕義手用 6¶900

股 義 足 用 24¶500

大腿義足用 19¶600

膝 義 足 用 17¶500

下腿義足用 15¶500

~

フットカバー又はリアルソックスを必要とする場合は、１の]のオの完成用部品の価格を
950円増しとすること。

^ 装具

修 理 項 目 価 格
円 備 考

ア 継手及び支持部の交換 修理項目ごとに１の^の
エに掲げる価格に、1¶050
円を加算した額をもって修
理価格とすること。

イ 完成用部品の交換 修理項目ごとに１の^の
オに掲げる価格をもって修
理価格とすること。

ウ マジックバンドの交換 修理箇所ごとに25¤幅の
ものは730円、50¤幅のも
のは1¶000円とすること。
ただし、裏付きの場合には、
当該価格を２倍した額を修
理価格とすること。

エ 溶接 修理箇所ごとにアライメ
ントの調整を必要とするも
のは8¶750円、必要としな
いものは1¶800円とするこ
と。

オ その他の交換・修理

Ê

修
理
部
位

下肢装具 足底革交換又は
足底ゴム交換

4¶850

靴型装具 本底交換 6¶900 踵部品の価格を含むもので
あること。

足底挿板交換 6¶100 踏まず支え等の機能を有
し、取外しができる構造の
ものに限る。
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